
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どうしよう？ 

今ある空き家 

福井市空き家流通アドバイザー派遣事業のご案内 

今後 

自分が使うことは 

もうないな 

草刈・通風・清掃 

管理が 

大変に感じる 

毎年毎年 

維持費だけが 

かかっている 

 

 

・住宅を賃貸したいが、リフォーム費用は実際どの程度必要なのかな？   

・借り手や売り手が見つかるか心配。そもそも売買・賃貸は可能なのかな？ 

・売買・賃貸の条件（価格等）はどうしたらよいのかな？ 

・住宅とあわせて農地（田や畑）も一緒に処分したいが可能なのかな？ 

こんな相談が 

できます 

相談 

無料 

詳しくは裏面をご覧ください！ 

空き家の利活用 （売買・賃貸） について 

あなたのお悩みを専門家に相談できます 
 



 

福井市空き家流通アドバイザー派遣事業のご案内 

■ 福井市空き家流通アドバイザー派遣事業とは 

■ 対象となる空き家 

■ アドバイザー派遣を申請できる方 

■ アドバイス費用 

■ 手続きの流れ 

 

１ 申請書の提出  １ 

■ 福井市空き家流通アドバイザー 

派遣申請書（様式６号） 

■ 納税証明書（市町村税） 

 

📞 0776-20-5571 

✉ jutaku@city.fukui.lg.jp 

１ 派遣事業者の決定  ２ 

■ 福井市空き家流通 

アドバイザー派遣決定通知書 

１ 現地でアドバイス  ３ 

■ アドバイザーが現地を確認 

■ 相談内容についてアドバイス 

 

 

 

  

 

 
✉   

 

📞   

電話でもメールでも！お気軽にお問合せください 

 

 

相談したい空き家を 

直接見ながら 

専門家がアドバイスするよ！ 

１ アドバイスを受けたあとは  ４ 

空き家情報バンクとは 

 


